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従たる事務所新設の申請（フローチャート）
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事務所設置後、2週間以内に
保証協会へ追加事務所分の

弁済業務保証金分担金を納

付

新たな事務所の

設置

保証協会社員か

追加事務所分の営業保証金

を供託

（法第26条）

営業開始

事務所設置後30日以内に、弁済業務保
証金分担金納付書もしくは営業保証金供

託済み書の写しと変更届出申請書を県

に提出

不備書類の補正・事務所の要件等の是正

事務所・・・

宅建業法並びに沖縄県

の免許審査基準に準拠

する宅建業の事務所を

指す


